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産業建設常任委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   平成２９年３月２３日（木） 

午 前 １０時００分  開 会 

午 前 １１時０６分  閉 会 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出席委員   委 員 長  西 村 盛 男   副委員長  春 日 洋 子 

委  員  堀   光 雄   委  員  舩 見 亮 悦 

委  員  馬 場 騎 一   委  員  堤   喜一郎 

議  長  小比類巻 正 規 

 

４．傍 聴 者   議  員  遠 藤 泰 子 

 

５．事務局職員   局  長  高 田 弘 明   次  長  田 辺 正 英 

係  長  中 村 容 三   主  査  一 戸   剛 

主  事  髙 橋 涼 平 

 

６．説 明 員   副 市 長                  米 田 光一郎 

上下水道部長                小比類巻 雄 一 

上下水道部参事兼水道施設課長        関   敏 徳 

上下水道部水道施設課課長補佐        山 本 芳 彦 

上下水道部水道施設課維持管理係長      冨 田 照 彦 

上下水道部水道施設課新設改良係長      宮 古 順 一 

上下水道部下水道課長            内 野 雅 之 

上下水道部下水道課課長補佐         西 沢   徹 

上下水道部下水道課課長補佐兼業務係長    石 井   聡 

上下水道部下水道課主査           新 堂 玲 理 

 

７．案  件   所管事務調査 

（１）三沢市下水道事業経営戦略策定について 

（２）(仮称)三沢市南部配水場整備事業について 

 

８．会議概要 

西村委員長：定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまから、産業建設常任委員会を開会いたします。 
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 本日の案件は、三沢市下水道事業経営戦略策定について、(仮称)三沢市南部配水場整備

事業についての２項目について調査してまいります。 

 それでは、１件ごとに調査してまいりたいと思います。 

 まず、１件目の三沢市下水道事業経営戦略策定についてであります。 

 それでは、執行部の説明をお願いいたします。 

小比類巻上下水道部長：おはようございます。 

 はじめに、私のほうから、前段として御説明申し上げたいこともございますので申し上

げます。 

 御承知のことと思いますが、地方公営企業を取り巻く環境につきましては、人口減少等

による料金収入の減、保有する資産の老朽化による大量更新期の到来と、経営環境が厳し

さを増しております。 

 このような中にありましても、住民に必要なサービスを安定的に提供していくため、経

営の健全性を維持していかなければならず、経営のあり方を絶えず見直して、経営改革を

行っていくことが不可欠となっております。 

 国では、抜本的な改革の検討と経営戦略の策定を両輪として、経営改革の取り組みを推

進しているところであり、また、これらの取り組みをより的確に推進するための手段とし

て、公営企業の経営状況の見える化をあわせて推進しております。 

 当市におきましても、平成２９年度分の下水道事業の高資本費対策に係る地方交付税措

置を受けるために、平成２８年度中に経営戦略を策定する必要があり、策定の計画期間が

１０年以上となっていることから、平成２９年度から平成３８年度までの１０年を計画期

間として策定をいたしたところでございます。 

 経営戦略の策定後は、議会、住民に対して公開するようにとなっております。 

 以上のことから、年度末の大変お忙しいところでありますが、産業建設常任委員会へ公

開といたしたところでございます。 

 本日は、下水道事業に係る地方交付税措置を受けるための基本的な考え方を明記した経

営戦略を策定いたしましたので、お配りいたしました資料について、担当課長より概要を

説明させますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 また、あわせて、事業期間が４カ年の継続事業として実施いたします、(仮称)南部配水

場整備事業につきましても、担当課長よりその概要を説明させますので、よろしくお願い

申し上げます。 

西村委員長：ありがとうございました。 

内野下水道課長：それでは、Ａ４版の下水道事業戦略の概要で御説明いたします。 

 下水道事業戦略の概要。 

 下水道事業経営戦略につきましては、国がガイドラインを策定しておりまして、それに

沿って策定いたしましております。 

 国の示すガイドラインですが、１番といたしまして、国の求める経営戦略、これは、１

０年以上を基本にして策定しましょうということになっております。 

 その経営の基本としての考え方でございますが、下水道の維持管理費、浄化センターと

か下水道管渠の掃除等を含めた維持管理費なのですが、維持管理費と、その施設を整備す
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るにかかった経費、資本費を、施設整備の借入金を毎年償還しているのですが、その維持

管理費と償還金を合わせたものが、使用料等の収入、これでバランスがとれていることを

経営の理想として指導しております。 

 三沢市の現状はどうなのかということで、２番目になるのですが、維持管理費と資本費

を加えたものは、使用料等の収入だけでは賄えない状況でございまして、一般会計からの

繰入金を必要とした経営となっております。 

 先ほどの国の経営戦略策定のガイドライドでは、料金の増等を図って、一般会計からの

繰り入れを減らすことを期待しているような内容になっているのですが、三沢市の現在の

使用料の水準はどうなのかというところで、その下のところに書いております。現在の使

用料水準ということで、２０立米当たり、これは、全国比較するための標準的な指標とし

て国が用いている量なのですが、２０立米当たり、三沢市の価格でいきますと３,０９０

円という状況でございます。これは、全国平均が２,７３０円と比較しまして、やや高め

の水準にあるというところでございます。 

 このような状況を踏まえまして、３番目に、三沢市公共下水道経営戦略を策定いたしま

した。 

 その基本的な中身なのですが、増収を図る方法として、下水道普及率を拡大すると。ま

だ下水道を使えていない区域があるので、まずは、下水道を使える方をふやしましょうと

いうことです。もう一つが、水洗化率のアップ。整備した区域でなるべく使っていただく

方をふやすということでございますが、この２点を、収入を図る手法として計画に盛り込

んでございます。 

 ただ、今後、下水道料金を見直しできる環境が整えば、計画期間内でも計画を見直しし

ながら進んでいくということになります。 

 環境ということですが、環境の一つとして、４番目になりますが、市民の家計状況はど

ういうふうになっているのかということで整理したものなのですが、所得収入、年間１人

当たりなのですけれども、三沢市が２４７万円となっております。全国平均では２８５万

円ということで、全国比８７％の状況です。収入に対して支出のほうになるのですが、１

世帯当たり、１カ月支出は、三沢市は２２万６,０００円、それに対して、全国平均が２

８万７,０００円ということで、約７９％。所得が低いので消費を削減しているという現

状のあらわれだと考えております。この１カ月当たり削減している消費の中で、光熱水費

はどういう状況かということをここに整理したのですが、光熱水費、１世帯１カ月当た

り、三沢市２万７,９４１円、全国平均は２万３,１９７円ということで、逆に１２０％、

２割多く負担しているということであります。これは、寒冷地でありますので、暖房に係

る経費、灯油とか電気代等が市民の家計に負担を強いているという結果になっておりま

す。 

 先ほどの支出については、一番下に括弧書きで書いているのですが、県庁所在地調査の

全国家計調査を引用しておりまして、青森県の場合は、青森市のデータになるのですが、

青森市の市民所得が２４９万円ということで、三沢市とほぼ同じ水準になっておりました

ので、この数値を準用したところでございます。このような市民の家計状況等も考慮しな

がら、経営戦略を作成したところでございます。 
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 続きまして、概要と照らし合わせながら、計画書のほうを要所要所説明していきたいの

ですが、Ａ３版の、二つあるのですけれども、公共下水道事業のほうをお願いいたしま

す。タイトルの下の２行目のところに、公共下水道事業と書いてありますのをお開き願い

ます。 

 上から４行目になるのですが、計画期間は、平成２９年度から平成３８年。事業概要、

①の施設のところなのですが、供用開始年度が平成７年度から２１年間経過しておりま

す。先ほどの概要２で説明したところが、②の使用料になります。三沢市の使用料は、表

の一番上のところで、ちょっと字は小さいのですが、基本料金体制となっておりまして、

基本料金が１,１１０円、それプラス使った量に係る価格を加算して使用料が決定されて

おります。これを、一番下のところの左になるのですが、２０立米当たりに換算します

と、先ほど説明した３,０９０円になります。この表で、平成２５年は３,０００円で、平

成２６年が３,０９０円となっておりますが、これは消費税が５％から８％に変わったも

のでの変更になっております。右側のほうに、実質的な使用料というものがあるのです

が、これは、標準的な使用量は２０立米ということなのですが、三沢市の使用状況は、平

均すると１８立米、２０立米より使っていない状況でございます。そうしますと、例えば

１０立米使いました、１５立米使いましたというと、基本料金が占める割合が多くなるの

です。その結果、それを２０立米に換算し直すと、実質、平成２７年度では約３,８００

円を皆様が負担しているということになります。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 （２）の民間活力の活用等ということで、三沢市の場合は、浄化センターや古間木ポン

プ場を、（２）中段の表のア、上になるのですが、民間委託をしておりますので、民間の

活用はしているという説明になります。 

 次に、３ページをお願いいたします。横開きの表です。 

 これは、経営比較分析表ということで、国の作成した様式に数字を入れると自動的に出

るような表なのですが、赤い折れ線の棒グラフにつきましては、これは類似団体の平均に

なります。青い縦の棒グラフが三沢市の値になりまして、それの比較となります。棒グラ

フの上の左側、①のところなのですが、これは、比べる指標がないということで、折れ線

が入っておりません。右の方に行きまして、④番から、左におりまして⑤、⑥、これは、

類似団体と三沢市がほぼ同じような状況にございます。⑦のところ、折れ線より三沢市の

青い棒が下がっているのですが、施設利用率が低いということで、浄化センターに余裕が

あるという分析になります。⑧の水洗化率、ここは、２７年度については、類似団体より

は水洗化が進んでいるという状況でございます。 

 次、４ページをお願いいたします。 

 ここのページは、概要説明でお話しした３番の項目、概要の３番目として、説明いたし

ました下水道普及率の拡大と水洗化率のアップについて記載しているのですが、上の四角

い中の左側に・があるのですが、・の３番目、収入の確保と負担の適正化。下の・のとこ

ろ、水洗化の促進というところに記載しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ここが収支計画になります。収支計画のポイントのところは、茶色で示している欄にな
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るのですが、これが料金収入の計画になります。平成２９年度は４億８２３万円を見込

み、最終年度、平成３８年度は４億５,７６１万５,０００円。大体今までの実績からいき

ますと、１％ちょっとずつふえておりますので、そういうふえ方で計上しております。そ

の収入に対しまして、次のページをお願いいたします。 

 ６ページになるのですが、一番下のところに、赤いラインがあるのですが、ここが一般

会計からの繰入金になります。平成２９年度は５億１,２９４万９,０００円。ピークが平

成３３年になります。平成３３年が６億４,２０８万８,０００円を見込んでおりまして、

それ以降徐々に下がっていく見込みでございます。 

 これが、今の経営状況の主な指標ということになります。 

 次の７ページをお願いいたします。 

 ７ページから８ページにかけて、経費を削減しながら普及率拡大、水洗化促進して増収

を図るということを記載しているページになります。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ８ページの中段ちょっと上の②のところ、今後の財源についての考え方・検討状況と。

ここに、概要で説明いたしました４番目のところの市民の家計状況を、市民経済的負担状

況として表の中に盛り込んでおります。概要の数字と同じものをここに掲載しておりま

す。 

 以上が、公共下水道の経営戦略の主な内容となっております。 

 続きまして、もう１冊のほうの農業集落排水事業、Ａ３の上から２番目、事業名のとこ

ろに、農業集落排水事業と書いているものをお願いいたします。 

 内容につきましては、様式があって、同じようなものとなっておりますので、重複しな

いように、異なる部分を説明していきたいと思います。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ここで、茶色の色が塗られているところが料金収入、使用料収入になります。本年度と

書いているのですが、平成２９年度です。平成２９年度は３,５９６万３,０００円を計上

いたしまして、最終年度の平成３８年度では３,８４９万円となっております。この収益

につきましては、公共下水道と違いまして、農業集落排水地域は施設整備が完了しており

ます。したがいまして、普及率は現状と変わらなく、水洗化、いわゆる加入している人が

ふえてくるというものを見込みまして、増収を計上したところでございます。 

 この収入に対して繰入金はといいますと、次のページ、６ページになるのですが、ここ

の一番下です。ここも本年度のところは、平成２９年度になるのですが、平成２９年度、

１億９,８２１万９,０００円。ここでのピークは平成３４年度になります。平成３４年度

のピークで２億９６３万円を見込んでおります。ここが先ほどの公共下水道と違うところ

の主な内容でございます。 

 以上が、下水道事業経営戦略の説明といたします。 

西村委員長：ありがとうございました。 

 ただいまの執行部の説明に対しまして、委員の皆様からの御意見、また、御質問等ござ

いますでしょうか。 

堀委員：よくわからないところもあるのですけれども、経営の基本方針のところで、整備
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区域を着実に拡大することで増収を図る。拡大すれば増収になると思いますけれども、下

水道管が通れば、下げないでしたか、つながなければならないという。現在の状況という

のは、どの程度つないでいるのか。 

内野下水道課長：農業集落排水地域と公共下水道地域を合わせて８３％になっておりま

す。 

堀委員：あとの１７％はつないでいないということですか。増収を図るというのは、拡大

すれば、わかるのですけれども、下水道をせっかく通しているのに、そこにつなげないと

いうのは、それをつなげるためにはどのような努力をしているのか。 

内野下水道課長：戸別訪問して、まずお願いすると。広報等、マックテレビを活用して、

お願いすることを実施しているのですが、単に参加したくないという方よりは、高齢化に

よって収入が少し足りないとか、建物が古いのだけれども、家を継ぐ者が帰ってくる見通

しがないとか、そういった経済的な状況の方が非常に多くて、我々も加入促進はするので

すけれども、法的には、例えばくみ取り式の便所については、３年以内につながなければ

ならないというものもあるのですが、経済的な方が非常に多いものですから、少し長い目

で見ながら加入促進を図っているという現状にございます。 

堀委員：いろいろな事情があると思いますけれども、やはりつなげるのなら、つなげる方

向で収入を図っていかないと、ただ工事だけしていったって増収にはならないというふう

に思いますので、その辺は、ぜひつないでもらうように。 

 それから、前に、無利子でお金を貸すというのがありましたよね。今もありますか。 

内野下水道課長：排水設備、家の周りの配管工事のときの無利子融資の制度はあるかとい

うことで、今も農業集落排水地域、市内の公共下水道地域、両方に、制度としてありま

す。活用しているところでございます。 

堀委員：そういったことをなるべく活用してもらって、借りれば返済もしなければならな

いと思いますけれども、返済しやすいような制度をつくるとか、そういうふうにして、つ

ないでくれる人を多くしないと、ただただ、この計画を見れば１０年、年々収入が上がっ

ていますけれども、つながらないと収入にならないと思いますので、その辺はぜひ検討し

ていただきたいなというふうに思います。 

西村委員長：そのほかございますでしょうか。 

舩見委員：そこに関連するのですけれども、経営戦略の３番の中で、加入率の拡大を、堀

委員も今、話したのですが、今言っただけでは、今までやっている内容だと思うのです。

これは、下水道事業というのは、全国的に少子化の中で、今まで事業をしたのだけれど

も、断念した地域もあります。多分、県内でもある。新聞等で背景しているわけですが、

その中で、今１０年計画立てても、そのとおり行かないという可能性は十分あるわけで

す。そういうときに、何か工夫次第ではうまくいく可能性も十分あるわけですから、そう

いう点では、こういう時代ですので、全国各地で、下水道事業に関連して、もしくはそれ

に類似した、農業集落排水等も工夫してやっている地域もあったし、我々視察させても

らったところもあった。今の段階で、そういう先進地というのか、こうやったら成果が上

がっているというところを調べたとか、これから調べて視察するとか、そういう計画はあ

りますか。 
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内野下水道課長：加入率を上げる新しい施策とか、先進地とかにつきましては、最近、イ

ンターネットとか便利な情報取得の方法があるので、日々見ているところでございます。 

 青森県で事業を断念した地域が新聞報道されておりましたが、黒石市と横浜町なのです

が、黒石市は、山岳の一部エリアの下水道事業でありまして、それ以外の市街地について

は、公共下水道事業でほぼ、三沢市と同じように進めています。黒石の山岳地帯について

は、着手して間もなく、投資をいっぱいかける前に、何年か前に断念して、年数がたって

いるという状況だったそうです。 

 横浜町についても、事業着手して、２、３年で事業をストップして、平成１８年前後

だったと思うのですが、１０年経過したので、継続するかどうかということを判断した

と、審議して断念を決めたということだそうです。 

 三沢市の場合は、もう浄化センターができております。増築しなければならない部分も

まだあるのですが、もう受け入れ態勢ができておりますので、管渠を整備して、皆が使え

るようにしていくという状況でございますので、どんどん進めやすい状況であると思いま

す。 

 あと、加入率の促進の方法につきましては、日々研究して、アップにつなげていけるよ

うに努力したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

舩見委員：国の方針で、こういうのをつくりなさいというと、つくっていかなければなら

ない。結果的には、さっきも言ったのですけれども、計画どおり行かないというのは結構

あるわけです、今までも、いろいろなものが。 

 そういう中で、これは、一般会計から入れるのは、当然どこの地域もあれしているかも

しれない。本来、１番のところに、使用料で全部賄えればいいわけだけれども、それでな

くても、何かよそでやっているところがあるかもしれません。結局は赤字でも、下水道事

業というのは頓挫しないわけです。要するに、公的企業なわけですから。それに甘んじて

いると、いつまでもこれは解決できないし。 

 今も答弁にあったように、高齢化している中で、下水道につなぎたくないと、支払いの

問題等を含めて。やはりそういう状況の中で、今、何するかをしないと、１０年先が見え

てこないはずなのです。まだ研究していないようですけれども、よそのほうのことも踏ま

えながら、料金の設定も含めて、利息がただからいいという話ではなくて、言い方は悪い

かもしれないけれども、つなぐのをただでやってくれたら、使用料がそこで発生するわけ

ですから、何かいい方法があれば、つなぐことに関して、無利息よりは、例えば一般の商

店だと、原価を割っても売るときはあるわけです。在庫を残すよりはいいという。その繰

り返しを商人はやっている。それをやれというわけではないのですが、そういう発想も入

れて、一つの企業会計ですので、進めてほしいなと思います。 

 もう一つ、数字のことなのですが、４番の光熱水費のところの全国平均が２万３,１９

７円とついていて、こっちのほうが、数字が違うのだけれども、どっちが正しいのか。８

ページの２万３,１９２円になっているのだけれども、７円と２円、５円の違いがあるけ

れども、どっちが正しいのか。大した違いはないけれども、一応しっかりしてくれない

と。どっちかが間違っているのではないか。後でいいです。どっちかは今わからないか

ら、ちゃんとどっちかにしてください。 
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 以上です。 

西村委員長：そのほかございますでしょうか。 

堤委員：なかなか最近１回で理解するのが難しくなっていまして、一通りの説明だけでは

よくわからないのと。それから、不勉強な面がありまして、皆さんには大変失礼をするか

もしれませんけれども、自分の確認のためにも質問させていただきたいと思います。 

 まず一つは、農業集落排水で下水道を利用している世帯と、街のほうで下水道を利用し

ている使用料というのは、これは、使用料に差があるように聞こえたのだけれども、差が

あるかどうかについて答えてもらえますか。 

内野下水道課長：価格設定につきましては、同じ価格になっております。 

堤委員：再度確認します。郊外のほうも街のほうも価格については、どの世帯も同じ単価

で利用しているということでいいですか。（「はい」の声あり） 

 それから、私は、基本的に市が豊かになるのは理想なのですけれども、市よりも市民生

活の豊かさのほうを優先すべきだという考えで、値上げについては、基本的に反対をする

立場で物事を考えております。 

 最近、私の理解不足かどうかわかりませんけれども、国保も大分、三沢の１世帯当たり

の支払い額は県内では上位のほうにあったように新聞では、記憶しております。そして水

道も値上げを、いろいろな事業をすれば値上げをしなければならない状況かもしれません

けれども、値上げをするのではないかといううわさも聞いています。今度、下水道の話で

すけれども、これは、三沢の魅力というのを考えて、定住化を進めていくというふうな中

に、三沢市のよさというのもなくしてはならないと思うのです。こういう面はいいですよ

と、ほかよりもというのは、できればなくさないほうがいいというふうに考えています。 

 そういう中にあって、今回の下水道の経営戦略の概要の説明をいただきましたけれど

も、結論的に、１０年間、段階的に１％ぐらいずつ上げていきたいという説明に受けとめ

ましたけれども、それでいいですか。 

内野下水道課長：単価的なものは、現状のままでの１０年計画になっておりまして、１％

ずつという説明は、過去、整備区域を拡大して水洗化を促進した結果が、１％ずつの収入

の伸びがありましたので、今後も同等の伸び方になるであろうということでの計上で、そ

の説明でございました。 

西村委員長：それでは、一般世帯には今までと同じどおりの料金設定で推移していくとい

うことでいいのですか。（「はい」の声あり） 

 この中に、概要のほうですけれども、２番の使用料の水準、２０立方メートル当たり、

三沢が３,０９０円、全国平均では２,７３０円と。三沢の使用料というのは、全国平均よ

りも高いということでいいのですか。 

内野下水道課長：全国平均よりも高い価格設定になっております。全国平均が少し安い理

由の一つが、東京とか大都市については収入が多いので価格が低くなっております。そう

いう大都市については、国からの交付税を頼りにしないで経営できていると。よって、価

格も安くできている。ところが三沢市のような規模の市町村については、ほとんど国の交

付税頼りのところが現実です。国では、交付税を交付するに当たって、最低２０立米当た

り３,０００円にしないと減額するかもしれないという、平成１７年以前に指導としてあ
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りました。それに基づいて、平成１７年に値上げした価格が３,０９０円でございます。

繰り返しになるのですが、全国平均が安いのは、大都市の影響が大きいという結果でござ

います。 

堤委員：大都市と比較するというのは参考にならないような気がするので、例えば県内、

しかも近傍地といいますか、隣接市町村に比べたらという資料はありますか。 

石井下水道課課長補佐兼業務係長：ただいまの御質問に御説明させていただきます。 

 県内１０市の単価を御説明いたしますけれども、同じ２０立米使った場合でございます

が、ちなみに、三沢市は３,０９０円ということで、弘前市と同額で下から４番目、最高

額といたしましては、十和田市と黒石市が３,９７２円、最低のところといたしまして、

つがる市が２,５９２円という金額設定となっております。おいらせ町との比較もお知ら

せいたします。下水道使用料、三沢市３,０９０円に対して、おいらせ町は２,５９２円と

いう金額設定になっております。参考に六戸町もお知らせいたします。六戸町は２,３７

６円という金額になっております。 

 以上でございます。 

堤委員：つがる市が２,５９２円、十和田市はちょっと高いけれども、おいらせ町が三沢

市より安い。一つ一つの市町村、それぞれ理由があるのでしょうけれども、隣だけでも、

三沢よりも安いという理由があれば、余りいっぱい聞いても時間がかかるだろうから、そ

れについてはどうですか。安い理由のところを、一つでもあれば。 

内野下水道課長：隣町の料金設定の理由等についてですが、おいらせ町も六戸町も、価格

決定の経緯は聞いておりませんので、今お答えできません。 

堤委員：関連づけるわけではないけれども、きょうの東奥日報を見たら、スクラム８とか

何とかといって、隣町も向こうのほうと組んで人口減少を食いとめるみたいな一つの流れ

が表に出てきているようであります。もし広域的な結果、こういうふうな市民のインフラ

的なものに効果があらわれて、三沢よりも月額５００円も違うとなれば、一般市民の感覚

というのは目ざといものが出てくるのです。ですので、十分この計画というのは慎重に綿

密に立ててもらって、ぜひ三沢市のよさが減じられないような下水道の経営戦略にしてい

かなければ、どんどん近隣の市町村でも、ましてや全国的に見れば、いろいろなアイデア

と実行力というか、それで経営戦略を立てているようですので、近場でもそういうふうな

いい面が出てくると、どうしても比較されて、この問題とは直接関係ないけれども、間接

的に市の市政に関する問題につながっていくというふうに想起されるので、十分その辺

は、簡単な考え方にプラスして、慎重かつ深い読みをもって経営戦略を立てていただきた

いということを申し上げて、私の質問を終わります。 

西村委員長：そのほかございますでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

西村委員長：ただいま委員の方々から御意見等を出していただきましたけれども、ぜひと

もそちらを受けとめていただきまして、今後、健全経営に向けて、引き続き努力をして

いっていただければと思います。 

 それでは、案件を次に移ります。 

 (仮称)三沢市南部配水場整備事業についてであります。 
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 執行部の説明を願います。 

関参事兼水道施設課長：それでは、(仮称)南部配水場整備事業について、その概要を御説

明申し上げます。 

 お手元に配付しておりますＡ４の資料になりますが、こちらの２ページ目を御参照願い

ます。 

 現在、三沢空港の東隣にある第三配水場と四川目霊園の西側にある第二配水場は、施設

の老朽化が進み、特に機械、電気・計装設備の老朽化が著しく、機器の更新、交換等に年

間約９００万円の修繕をしておりますが、補修材料及び交換部品等がだんだんになくなっ

てきております。 

 また、給水人口も平成１６年度の４万５,１５５人を最大として、以降減少傾向に転じ

ております。人口減少による料金収入及び給水量の減少に伴い、維持する施設を縮小する

などして、支出を減らす必要が出てきております。 

 そのため、今回、築３０年経過した第三配水場及び築４８年経過した第二配水場を廃止

・統合して、(仮称)南部配水場を整備し、施設規模の縮小を図るものです。 

 なぜ三沢空港の隣にある第三配水場を今回、泉町に建設するのかとほとんどの方が考え

ると思いますが、その理由として３点ほど上げられます。 

 まず１点目が、航空機騒音による四川目や五川目等の集団移転や個人移転をはじめ、三

沢市立三沢病院の移転に伴う周辺の宅地化の進行により、市の南部地域の水道水を利用す

る人口が急激に増加しております。 

 ２点目が、三沢空港に比べて、泉町は土地の高さが約１６メーターも高いことから、現

在、第三配水場から遠く離れ、土地の低いほうから高いほうへ向けて水を配っているため

大きなロスとなり、一部で水圧の低下等を招いております。よって、今度は土地の高い泉

町から低いほうに水を配ることによって、ポンプの大きさも小さくすることができて、電

気料金を大幅に安くすることができます。 

 ３点目は、三沢市の水道水は全て井戸からくみ上げた地下水を使って皆様にお届けして

おりますが、第三配水場がある空港周辺は米軍基地の隣にあって、米軍基地内では、三沢

市とは別に井戸を何カ所も掘って基地内に水道水を配っております。そのような状況か

ら、近くに井戸が数多くあると、お互いに影響を受け合い、地下水の量が減ってくること

から、近くに井戸のない泉町を選んでおります。 

 以上が、今回、泉町に(仮称)南部配水場を建設する理由となりますが、水道水の利用者

が多い市街地を見た場合でも、南に配水場を建設することによって、市街地の周りからバ

ランスよく水を配ることができるようになります。 

 続きまして、工事及び施設の概要について御説明申し上げます。資料の１ページ目を御

参照願います。 

 工事の施工年度は、平成２９年度から平成３２年度までの４カ年で、事業費は２０億

６,５９１万９,０００円となっております。 

 施設概要は、配水池はステンレス製で、貯水量は２,１００立方メートル、管理棟は鉄

筋コンクリート造の平屋建てで、延べ床面積は３９２平方メートル。電気、機械・計装設

備として、除砂・消毒・ポンプ・非常用発電機・監視制御設備を設置し、取水設備として
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は、口径３００ミリメートルで、深さ２００メートルの深井戸を５カ所、井戸からくみ上

げた地下水を配水場まで配る導水管は、水道配水用ポリエチレン管で、口径１００から２

００ミリが９２２メーター、配水場から水圧が低い南町地区に水道を配る配水管は、ダク

タイル鋳鉄管で、口径２００から３００ミリが１,０６３メーター、場内設備としては、

造成・土留め・フェンス・舗装工事。その他の工事として、進入路の拡幅工事等を予定し

ております。 

 以上が、(仮称)南部配水場整備事業の概要となります。よろしくお願いいたします。 

西村委員長：ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対して、委員の皆様からの御意見、御質問等ございませんか。 

堤委員：南部配水場整備事業、前から振興計画とか重点の事案に出てきておりましたで

しょうか。 

関参事兼水道施設課長：今回の(仮称)南部配水場整備事業につきましては、特段、重点と

かそういうものには載ってございません。 

 以上です。 

堤委員：緊急事態でもってか何かの理由で、この南部配水場というか、空港のところの第

二配水場の移転計画が至急やらなければならなくなったということなのか、私自身は、急

に出てきた大きな事業だなという感じがしていましたので、今までの重点とか振興計画の

中に、既に計画してあったのであれば大変失礼な質問になったかと思いますけれども、私

自身は、降って湧いたような大きな事業だなと思っておりまして、はじめてというか、一

つ一つが素朴な疑問があるわけでありました。 

 きょうは、その中にあっても、今の配水場はどのくらいの面積で、跡地利用というか、

その後どのような計画をされているのかについてお尋ねします。 

関参事兼水道施設課長：現在あります第三配水場、第二配水場につきましては、まだ第三

配水場については耐用年数も残っておりますので、当面そのまま残すような形になると思

います。 

 第二配水場につきましては、この場所自体が移転対象区域になっておりますので、防衛

省のほうに施設の解体費用とか用地の買収等をしていただくように、現在お願いしている

ところでございます。 

 以上です。 

堤委員：第二の面積と第三の面積というのは……。後にします。 

 国に買い上げてもらうということの理解でいいですか。 

関参事兼水道施設課長：第二配水場については、その予定で現在交渉しております。 

堤委員：見通しは、その感じでは、大体オッケーという感じでしょうか。 

関参事兼水道施設課長：現在、担当のほうとお話ししている状況では、今後何とかなるよ

うな感触で受け取っております。 

 以上です。 

堤委員：この南部の配水場の配水区域というのですか、さっき南町という話が出ましたけ

れども、最大限、南町あたりになるのでしょうか。実は、千代田町の水圧というのが非情

に弱いのです。それは、春日台の配水場のほうから来ているかとは思いますけれども、南
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部は高いというのだから、そこから見ると平のような感じがするので、エリアを南町まで

引くのであれば、もっと市内の水圧の弱いところをチェックして、そしてそこに行き渡ら

せるようにしたほうが、市内全域を網羅できるというか、そういうふうなチャンスが今の

事業にあるのではないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

関参事兼水道施設課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 確かに委員おっしゃるとおり、現在、三沢市で水圧が低いと言われておりますのは、う

ちの庁舎がある松園の周辺と南町と千代田、この３カ所が非常に水圧が低い。その中でも

千代田町が特に低いかもしれません。現在の南部配水場をつくることによって、南町はあ

る程度解消されると。それから先については、配水管を整備しないと、配水場だけの整備

では、千代田町の水圧を上げることはできないので、この事業とは別に、そこら辺も検討

していきたいなと考えております。 

堤委員：千代田町の水道問題の解消については、配水管の取りかえが必要だということで

すか。それはどのくらいの規模で考えているのでしょうか。千代田町もかなり広いのです

けれども。 

関参事兼水道施設課長：現在、千代田町にある、市が管理しております本管というのが非

常に細い管でして、１００と１５０が主で、それも一部、委員がいるほうの北側に集中し

ておりまして、南のほうはほとんど個人の管なのです、細い管で。そこら辺を本管の１５

０ミリぐらいを地域全体に管網として整備していかないと、水圧を上げることはちょっと

不可能だと思われますので、今後は、そこら辺を進めていきたいなと思っております。 

 以上です。 

堤委員：今ちょうどいい機会だから、ついでに話させてもらいますけれども、私もあそこ

に行って１１年ぐらいになるのです。１１年言ったことがなくて、ずっと我慢してきたの

だけれども、一向に水圧が上がらない。私ばかりではなく全部だと思うのです。ですから

この機会に、やはり市民生活の不便ということは解消していただけるように、ひとつ頑

張っていただきたいというふうに思います。 

舩見委員：ちなみに、三沢と八戸の水道料金を教えてください。 

関参事兼水道施設課長：今の料金ということで、水道口径２０ミリで２０立米使った場合

の単価になりますが、八戸は４,８７０円、三沢市は２,８１６円となっております。 

 以上です。 

舩見委員：おいらせ町は、八戸の料金と同じだよね。 

 そこで、今、千代田町に隣接している、当時、長靴に三沢から水が行っていたわけです

よね。今は、だめだということで。せっかく今、そういう本管を入れることによって水圧

が上がると。やや水源未整地がある、これをおいらせ町に売るということを考えたときは

ないですか。こういうことは、縄張り関係では無理な話ですか。 

関参事兼水道施設課長：これについては、水道法上、行政界で認可というか許可をいただ

いて水を配っておりますので、行政界から出てやるというのは、隣で水道の本管が整備さ

れていなかった、長靴もそうだったのですが、以前は、下田町の水道が整備されていな

かったために、臨時的に三沢から供給していたと。あちらになったのは、八戸圏域のほう

で配水本管を整備して、長靴まで水を供給できるようになったので、三沢市と切り離した
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という経緯があります。 

 以上です。 

舩見委員：今こういう時代なので、それぞれ競争というか、自治体同士も競争しているわ

けで、そういう取り組みがあるかもしれないけれども、三沢の場合は、いわゆる掘り抜き

の井戸でいきますよね。せっかく金かけて、２０億円かけるわけで、いいのですが、供給

できるわけですから。その辺、規制緩和の中で、便利性と地域性も含めて、何かその辺突

破できることを考えてほしいなと思います。 

 以上です。 

西村委員長：そのほかございますでしょうか。 

 先ほど堤委員の質問に対する答弁で、面積の部分というのは。 

関参事兼水道施設課長：敷地面積は、ちょっと資料がないのですけれども、建物の大きさ

なら……。敷地面積、後で資料をお届けいたします。 

西村委員長：よろしくお願いいたします。 

 そのほかございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

西村委員長：ないようですので、以上とさせていただきたいと思います。 

 ただいまの質問、御意見等、先ほどと同様、今後の運営に生かしていっていただければ

と思います。 

内野下水道課長：先ほど舩見委員からの指摘でありました光熱水費の概要版と計画書のほ

うの違いについてですが、概要版の全国平均２万３,１９７円、これが正しい値でござい

ます。計画書のほうを訂正するようにいたします。申しわけありませんでした。 

西村委員長：舩見委員、よろしいですか。 

 では、以上で、本日の案件は全て終了いたしました。 

 なお、この所管事務調査につきましては、次回定例会で委員長報告をすることになりま

すが、この内容につきましては、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

西村委員長：では、そのようにさせていただきます。 

 これをもちまして、産業建設常任委員会を閉会といたします。 

 ありがとうございました。 

午前１１時０６分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長   西 村 盛 男   


